
 

 

議案第 ３ 号 

 

川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年 ２ 月１４日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 川崎市附属機関設置条例（平成２７年川崎市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１川崎市都市ブランド推進事業審査委員会の項を削り、同表川崎市総

務企画局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市総務

企画局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

総務企画局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定及び評価に

関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

 別表第１川崎市公共事業評価審査委員会の項の次に次のように加える。 

川崎市財政

局民間活用

事業者選定

財政局が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 



評価委員会

●●●● 

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

別表第１川崎市市民文化局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 

川崎市市民

文化局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

市民文化局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定及び評価に

関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市こども未来局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改

める。 

川崎市こど

も未来局民

間活用事業

者選定評価

委員会●●

●● 

こども未来局が所管する事

務における民間事業者の活

力を活用した手法の導入の

適否並びに民間活用に係る

民間事業者の選定（川崎市

保育所等整備事業者選定委

員会の所掌事務に属するも

のを除く。）及び評価に関

して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市経済労働局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 



評価委員会

●●●● 

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

別表第１川崎市市民文化局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 

川崎市市民

文化局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

市民文化局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定及び評価に

関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市こども未来局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改

める。 

川崎市こど

も未来局民

間活用事業

者選定評価

委員会●●

●● 

こども未来局が所管する事

務における民間事業者の活

力を活用した手法の導入の

適否並びに民間活用に係る

民間事業者の選定（川崎市

保育所等整備事業者選定委

員会の所掌事務に属するも

のを除く。）及び評価に関

して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市経済労働局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 

 

 

川崎市経済

労働局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

経済労働局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定及び評価に

関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市環境局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市環境

局民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

環境局が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市健康福祉局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 

川崎市健康

福祉局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

健康福祉局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定及び評価に

関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市健康福祉関係施設整備事業者選定委員会の項及び川崎市高齢

者外出支援乗車事業利用管理システム等構築事業者選定委員会の項を削り、同

表川崎市心身障害者福祉事業基金運営委員会の項の次に次のように加える。 



川崎市まち

づくり局民

間活用事業

者選定評価

委員会 

まちづくり局が所管する事

務における民間事業者の活

力を活用した手法の導入の

適否並びに民間活用に係る

民間事業者の選定及び評価

に関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市建設緑政局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 

川崎市建設

緑政局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

建設緑政局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定（川崎市都

市公園条例（昭和３２年川

崎市条例第６号）第１８条

の５第１項に規定する川崎

市公募対象公園施設設置等

予定者選定委員会の所掌事

務に属するものを除く。）

及び評価に関して調査審議

すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１中 

「 

川崎市港湾 港湾局が所管する公の施設 ８ 人 学識経験者 ２年 



川崎市まち

づくり局民

間活用事業

者選定評価

委員会 

まちづくり局が所管する事

務における民間事業者の活

力を活用した手法の導入の

適否並びに民間活用に係る

民間事業者の選定及び評価

に関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市建設緑政局指定管理者選定評価委員会の項を次のように改め

る。 

川崎市建設

緑政局民間

活用事業者

選定評価委

員会●●●

● 

建設緑政局が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定（川崎市都

市公園条例（昭和３２年川

崎市条例第６号）第１８条

の５第１項に規定する川崎

市公募対象公園施設設置等

予定者選定委員会の所掌事

務に属するものを除く。）

及び評価に関して調査審議

すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１中 

「 

川崎市港湾 港湾局が所管する公の施設 ８ 人 学識経験者 ２年 

 

 

局指定管理

者選定評価

委員会●●

●● 

における指定管理者制度の

導入の適否並びに指定管理

者の選定及び評価に関して

調査審議すること。 

以内 

                                  」 

を 

「 

川崎市港湾

局民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

港湾局が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

川崎市臨海

部国際戦略

本部民間活

用事業者選

定評価委員

会 

臨海部国際戦略本部が所管

する事務における民間事業

者の活力を活用した手法の

導入の適否並びに民間活用

に係る民間事業者の選定及

び評価に関して調査審議す

ること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

川崎市危機

管理本部民

間活用事業

者選定評価

危機管理本部が所管する事

務における民間事業者の活

力を活用した手法の導入の

適否並びに民間活用に係る

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 



委員会 民間事業者の選定及び評価

に関して調査審議すること。 

                                  」 

に改め、同表川崎市川崎区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市川崎

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

川崎区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市幸区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市幸区

民間活用事

業者選定評

価委員会●

●●● 

幸区が所管する事務におけ

る民間事業者の活力を活用

した手法の導入の適否並び

に民間活用に係る民間事業

者の選定及び評価に関して

調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市中原区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市中原

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

中原区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市高津区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 



委員会 民間事業者の選定及び評価

に関して調査審議すること。 

                                  」 

に改め、同表川崎市川崎区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市川崎

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

川崎区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市幸区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市幸区

民間活用事

業者選定評

価委員会●

●●● 

幸区が所管する事務におけ

る民間事業者の活力を活用

した手法の導入の適否並び

に民間活用に係る民間事業

者の選定及び評価に関して

調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市中原区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市中原

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

中原区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市高津区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

 

 

川崎市高津

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

高津区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１中 

「 

川崎市宮前

区指定管理

者選定評価

委員会●●

●● 

宮前区が所管する公の施設

における指定管理者制度の

導入の適否並びに指定管理

者の選定及び評価に関して

調査審議すること。 

８ 人

以内 

学識経験者  ２年 

」 

を 

「 

川崎市宮前

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

宮前区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者  ２年 

川崎市宮前

区市民提案

宮前区の課題の解決に資す

る事業を提案する団体と当

５ 人

以 内 

⑴ 学識経験者 

⑵ 市職員 

２年 



型協働事業

審査委員会 

該区が協働して実施する事

業の選定及び評価に関して

調査審議すること。 

」 

に改め、同表川崎市多摩区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市多摩

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

多摩区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市麻生区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市麻生

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

麻生区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市麻生区市民提案型協働事業審査委員会の項の次に次のように 

加える。 

川崎市消防

局民間活用

事業者選定

評価委員会

消防局が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 



型協働事業

審査委員会 

該区が協働して実施する事

業の選定及び評価に関して

調査審議すること。 

」 

に改め、同表川崎市多摩区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市多摩

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

多摩区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市麻生区指定管理者選定評価委員会の項を次のように改める。 

川崎市麻生

区民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

麻生区が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

別表第１川崎市麻生区市民提案型協働事業審査委員会の項の次に次のように 

加える。 

川崎市消防

局民間活用

事業者選定

評価委員会

消防局が所管する事務にお

ける民間事業者の活力を活

用した手法の導入の適否並

びに民間活用に係る民間事

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

 

 

●●●● 業者の選定及び評価に関し

て調査審議すること。 

別表第２川崎市教育委員会事務局指定管理者選定評価委員会の項を次のよう

に改める。 

川崎市教育

委員会事務

局民間活用

事業者選定

評価委員会

●●●● 

教育委員会が所管する事務

における民間事業者の活力

を活用した手法の導入の適

否並びに民間活用に係る民

間事業者の選定及び評価に

関して調査審議すること。 

１ ０

人 以

内 

学識経験者 ２年 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

民間活用事業者選定評価委員会及び宮前区市民提案型協働事業審査委員会を

設置し、並びに指定管理者選定評価委員会等を廃止するため、この条例を制定

するものである。 


